
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

馬

場

勝

也

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
一
号

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

館
長

二

副
館
長

副
館
長

別
表
第
一
文
化
会
館
の
項
中

次
長

四

種

を

次
長

四

課
長

」

課
長

種

「

「

副
所
長

に
改
め
、
同
表
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
項
中

四

種

を

種

部
長

」

」

副
所
長

三

種

に
改
め
、
同
表
女
性
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
登
美
学
園
の

部
長

四

種

」



項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

所
長

五

種

女
性
セ
ン
タ
ー

次
長

七

種

別
表
第
一
県
立
病
院
の
項
、
県
立
病
院
附
属
看
護
専
門
学
校
の
項
及
び
西
奈
良
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項

を
削
り
、
同
表
農
業
大
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

副
校
長

四

種

な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国

課
長

際
大
学
校

七

種

学
科
長

「

「

所
長

別
表
第
一
ヘ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所
の
項
中

所
長

四

種

を
」

次
長

五

種

「

に
改
め
、
同
表
奈
良
公
園
事
務
所
の
項
中

所
長

四

種

七

種

」

「

所
長

四

種

を

に
改
め
、
同
表
奈
良
春
日
野
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
項
中

」

次
長

五

種

」



「

「
次
長
」
を
「
課
長
」
に
、
「
六

種
」
を
「
七

種
」
に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
の
項
中

主
幹

「

主
幹

五

種

を

五

種

に
改
め
、
同
表
警
察
署
の
項
中

」

首
席
研
究
員

」

「

副
署
長

「

分
庁
舎
所
長
（
人

副
署
長

五

種

を

五

種

に
改
め
、
同
表
収
用

事
委
員
会
の
定
め

」

る
も
の
に
限
る
。

）

」

「

「

事
務
局
長

四

種

委
員
会
事
務
局
の
項
中

事
務
局
長

四

種

を
」

主
幹

五

種

に
改
め
る
。

」

「

四
種

別
表
第
二
の
五
を
削
り
、
同
表
六
の
４
級
の
項
中

五
種



「

四
種

80,500
円

80,500円

を

五
種

71,600
円

71,600
円

」
六

種
62,600円

に
改
め
、
同
表
六
を
同
表
五
と
し
、
同
表
七
か
ら
同
表
九
ま
で
を
同
表
六
か
ら
同
表
八

」

ま
で
と
す
る
。

「

四
種

別
表
第
三
の
五
を
削
り
、
同
表
六
の
４
級
の
項
中

五
種

「

四
種

56,800
円

56,800円

を

五
種

50,500
円

50,500
円

」

六
種

44,200円



に
改
め
、
同
表
六
を
同
表
五
と
し
、
同
表
七
か
ら
同
表
九
ま
で
を
同
表
六
か
ら
同
表
八

」

ま
で
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

、


		2016-03-30T17:25:39+0900
	naraken.




